
寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

極

美
の
誕
生

は
じ
め
に

韓
国
の
李
御
寧
は
、
中
国
や
韓
国
の
生
活
文
化
と
著
し
く
違
う
日
本
の
特
性
の
一
つ

と
し
て
、
人
形
文
化
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

韓
国
で
は
人
形
に
対
し
て
一
種
の
タ
ブ
ー
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
、
開
化
以
前

に
は
子
供
が
人
形
で
遊
ぶ
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
・
:
宗
教
的
な

呪
術
効
果
だ
け
で
な
く
、
・
:
審
美
的
な
機
能
を
帯
び
て
本
格
的
な
人
形
文
化
を

(
l
)
 

形
成
し
た
国
は
、
少
な
く
と
も
東
洋
文
化
圏
で
は
日
本
(
だ
け
あ
る
)

こ
れ
を
み
る
限
り
で
は
、
欧
米
人
だ
け
は
な
く
、
や
は
り
、

ア
ジ
ア
文
化
圏
の
人
々

に
も
、
日
本
の
人
形
文
化
は
不
思
議
に
映
る
ら
し
い
。

特
に
、
毎
年
各
地
の
寺
社
で
行
わ
れ
る
「
人
形
供
養
」
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
だ

ろ
う
。
ま
る
で
魂
で
も
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
不
用
に
な
っ
た
人
形
を
捨
て
き
れ
ず
、

(
2
)
 

多
く
の
人
々
が
持
ち
寄
る
姿
は
、
彼
ら
の
日
に
は
奇
妙
に
写
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
博
覧
会
」

の
よ
う
な
雛
祭
、
特
に
、
本
物
を
限
界
ま
で
縮
小
し
た

J¥ 
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昭

「
芥
子
雛
」
と
「
極
小
の
雛
道
具
」
(
以
下
、
雛
道
具
)
に
は
、
「
巨
大
な
も
の
や
等
身

大
の
も
の
よ
り
、
小
さ
く
て
精
巧
な
も
の
」
に
む
け
る
、
日
本
人
の
美
意
識
が
あ
ら
わ

(
3
)
 

れ
て
い
る
。

だ
が
、
日
本
の
小
物
細
工
の
頂
点
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
一
一
言
で
は
な
い
芥
子
雛
と
雛

道
具
に
関
す
る
検
証
は
、
昭
和
初
期
の
有
坂
与
太
郎
の
研
究
以
来
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ

(
4
)
 

て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
有
坂
説
の
問
題
点
を
整
理
し
た
上
で
、
新
た
な
史
料
を

中
心
に
そ
の
出
現
過
程
を
改
め
て
検
証
し
た
い
。
こ
れ
は
日
本
の
人
形
文
化
の
特
性
を

考
察
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ま
た
、
江
戸
の
雛
文
化
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る

上
で
も
、
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
極
小
美
の
世
界
芥
子
雛
と
極
小
の
雛
道
具

印工 IJ、
龍号さ
やく
根華
付麗
、な

櫛i世
.か界
替会

煙
草
入
れ
の
装
飾
な
ど

日
本
の
伝
統
的
な
小
物
細
工
に

は
、
独
特
の
美
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
類
ま
れ
な
る
精
巧

さ
の
な
か
に
、
小
さ
く
、
華
麗
な
世
界
を
生
み
出
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
「
雛
道
具
」

は
、
質
量
と
も
に
小
物
細
工
の
頂
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。



け

し

ひ

な

「
芥
子
雛
」
や
、
武
家
の
嫁
入
り
道
具
な
ど
を
限
界
ま
で
縮
め
た
極
小
の
「
雛
道
具
」

に
は
、
『
枕
草
子
』

の
昔
か
ら
、
「
小
さ
き
も
の
」
を
愛
で
て
き
た
日
本
人
の
感
性
が
、

凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

本
来
、
「
美
」
と
い
う
漢
字
は
、
「
羊
」
+
「
大
」
(
肥
っ
て
大
き
な
羊
)
、
大
き
な
も

の
、
豊
満
な
も
の
が
美
し
い
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
ら
し
い
。
確
か
に
、
芥
子
粒
の
よ

う
に
小
さ
い
雛
人
形
や
雛
道
具
の
美
は
、
そ
れ
と
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
物
さ
な
が
ら
の
素
材
で
、
手
間
と
暇
を
か
け
、
賛
沢
に
、
そ
し
て
、
精
巧
に
作
ら

れ
た
わ
ず
か
一
す
(
約
三
7
セ
ン
チ
)
あ
ま
り
の
世
界
に
、
江
戸
の
女
児
は
目
を
楽
し
ま

(
5
)
 

せ
る
。
そ
れ
は
「
あ
た
か
も
小
人
の
島
の
な
か
で
遊
ん
で
い
る
」
よ
う
な
心
持
で
あ
ろ

、っ。
化
政
文
化
と
芥
子
雛
・
雛
道
具
の
流
行

こ
の
よ
う
な
雛
や
雛
道
具
は
、
江
戸
時
代
も
後
期
に
入
っ
た
文
化
文
政
ご
ろ

(
一
八

O
四
1
一八二一

O
)
に
、
盛
ん
に
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
時
代
、
文
化
の
中
心
は
、
次
第
に
上
方
か
ら
江
戸
に
移
っ
て
い
く
。
幕
府
の
厳

し
い
統
制
の
中
で
、
活
気
を
失
い
、
退
廃
的
で
無
気
力
な
風
に
満
ち
て
い
た
と
い
わ
れ

る
化
政
文
化
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
都
市
生
活
も
豊
か
に
な
り
、
庶
民
の
文
化
水
準
が

向
上
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
芥
子
雛
や
極
小
の
雛

道
具
は
、
流
行
す
る
の
で
あ
る
。

式
亭
三
馬
の
滑
稽
本
『
四
十
人
癖
』
(
文
化
八
年
〔
一
八
一
一
〕
)
に
は
、
膳
の
上
に

(
6
)
 

流
行
の
芥
子
雛
を
飾
る
様
子
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
当
時
の
随
筆
に
も
、
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

子
供
の
持
遊
び
物
も
、
近
年
世
帯
道
具
一
式
出
来
合
有
な
り
。
其
上
細
工
の
様

子
一
通
り
な
ら
ず
手
の
込
た
る
事
也
。
世
に
け
し
や
と
い
ふ
。
世
都
て
の
細
工

(
7
)
 

物
役
に
立
ぬ
も
の
ま
で
も
、
手
の
込
た
る
は
日
を
驚
か
す
事
な
り
。

な
か
で
も
、
上
野
池
之
端
の
七
沢
屋
の
雛
道
具
に
至
つ
て
は
、
そ
の
「
値
は
実
に
世

(8) 

帯
を
も
つ
よ
り
も
貴
し
」
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
趣
味
の
極
致
|
女
性
の
憧
れ

世
帯
道
具
一
式
よ
り
も
高
い
雛
道
具
、
こ
の
よ
う
な
賛
沢
品
を
、
大
奥
は
じ
め
各
大

名
家
や
、
富
裕
な
商
人
が
競
っ
て
注
文
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
象
牙
の
頭
を
持
つ
芥
子

雛
や
銀
製
の
雛
道
具
な
ど
、
費
沢
限
り
な
い
工
夫
が
次
々
と
生
ま
れ
、
世
の
中
を
驚
か

せ
る
。当

時
の
雛
祭
は
、
子
供
だ
け
で
な
く
、
大
人
を
含
め
て
す
べ
て
の
女
性
を
喜
ば
せ
る

行
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
庶
民
は
、
父
親
や
夫
に
、
芥
子
雛
の
次
は
、
雛
道
具
を
ね

だ
り
、
七
沢
屋
も
の
は
、
と
て
も
高
く
て
手
が
出
な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
の
比
較
的
安

(
9
)
 

い
道
具
を
買
い
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
喜
ん
だ
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
江
戸
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
江
戸
の
雛
祭
は
円
熟
期
を
迎
え
る
。

そ
の
主
役
は
、
「
古
今
雛
」

J

1

U

 

で
あ
っ
た
。
と
く
に
賓
を
尽
く
し
た
雛
道
具
は
、
江
戸
趣
味
の
極
致
と
も
い
え
る
も
の

「
五
人
曜
子
」
と
と
も
に
、
「
芥
子
雛
」
と
「
雛
道
具
」

で
あ
り
、
多
く
の
女
性
の
憧
れ
の
的
で
あ
っ
た
。

二
、
芥
子
雛
・
雛
道
具
の
成
立
過
程
の
再
検
討

芥
子
雛
の
行
方
i

京
か
ら
江
戸
へ

)¥ 

九



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

で
は
、
な
ぜ
、

い
つ
頃
、
こ
の
よ
う
な
芥
子
雛
や
雛
道
具
が
、
江
戸
の
町
に
現
れ
た

の
だ
ろ
、
っ
か
。

芥
子
雛
と
は
、
芥
子
粒
の
よ
う
に
小
さ
い
雛
人
形
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
京
都
付
近
の

名
勝
古
跡
な
ど
を
記
し
た
、
『
薬
州
府
士
山
』
(
貞
享
元
年
〔
一
六
八
四
〕
)
に
は
、

(
叩
)

衣
裳
人
形
、
木
偶
人
作
一
一
男
女
老
少
形
一
施
一
一
衣
裳
一
、
其
小
者
謂
二
芥
子
人
形
一

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
衣
裳
人
形
の
小
さ
い
も
の
を
芥
子
人
形
と
呼
ん
だ
よ
う
だ
。
も

と
も
と
、
京
都
を
中
心
に
作
ら
れ
て
い
た
芥
子
人
形
が
、
雛
の
世
界
に
入
っ
て
江
戸
で

流
行
し
独
自
の
展
開
を
み
せ
る
の
は
、
「
寛
政
の
改
革
」
の
反
動
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ゼ
も
犬
〈

賛
沢
禁
止
令
と
「
雛
市
改
め
」

太
平
の
世
を
迎
え
た
、
江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
、
年
々
町
の
雛
祭
は
派
手
に
な
っ

て
い
く
。
一
家
を
あ
げ
て
年
中
行
事
に
興
ず
る
時
代
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
賑
わ
い
は
我
々

の
想
像
を
こ
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
幕
府
は
、
民
間
の
雛
祭
り
に
対
し
、
た
び

ぜ
い
た
く

た
び
賛
沢
を
禁
止
す
る
お
触
れ
(
奪
修
禁
止
令
)
を
出
す
。

例
え
ば
、
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
に
で
た
、
雛
に
関
す
る
禁
令
の
内
容
は
、

雛
弁
翫
ひ
人
形
八
寸
以
上
可
為
無
用
候
、
右
以
下
之
分
は
麗
末
之
金
入
鈍

子
之
類
之
装
束
は
不
昔
候
事

(
日
)

雛
道
具
梨
子
地
は
勿
論
、
蒔
絵
ニ
候
共
紋
所
之
外
無
用
之
事

で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
雛
や
そ
れ
と
と
も
に
飾
る
人
形
は
八
寸
(
約
一
一
四
セ
ン
チ
)
以

九。

上
の
大
き
さ
は
い
け
な
い
、
ま
た
、
雛
道
具
も
費
沢
な
蒔
絵
な
ど
、
手
の
込
ん
だ
も
の

を
作
つ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

当
時
の
江
戸
の
業
界
の
記
録
で
あ
る

(ロ)

『
雛
仲
間
公
用
帳
』
は
、
寛
政
二
年
(
一
七
九

O
)
の
「
雛
市
改
め
」
で
、
費
沢
な
雛
人
形
や
道
具
を
作
っ
た
、
あ
る
い
は
販
売
し
た

と
い
う
罪
で
、
多
く
の
者
が
摘
発
さ
れ
る
様
子
を
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)
に
老
中
松
平
定
信
が
失
脚
す
る
と
、
取
り
締
ま

り
も
ゆ
る
や
か
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
頃
か
ら
、
極
小
の
雛
道
具
類
が
流
行
し
は

じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

有
坂
与
太
郎
の
論
証

(
日
)

そ
の
理
由
と
し
て
、
有
坂
与
太
郎
は
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

①
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
に
、
芥
子
雛
を
扱
う
庖
で
有
名
な
京
都
の
橘
屋
の

(
U
H
)
 

江
戸
庖
が
、
「
雛
仲
間
」
の
一
番
組
に
加
入
し
た
と
い
う
記
録
、

②
享
和
三
年
(
一
八

O
三
)

に
、
近
頃
町
で
は
「
芥
子
細
工
」
と
称
し
て
、

「
子
供
持
遊
び
品
(
玩
具
こ
に
手
の
込
ん
だ
細
工
を
し
て
高
値
で
売
り
買

(
日
)

い
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
と
い
う
町
触
が
で
て
い
る

確
か
に
、
芥
子
雛
や
雛
道
具
の
流
行
を
伝
え
る
文
献
は
、
「
寛
政
の
改
革
」
か
ら
十

数
年
後
の
、
文
化
以
降
に
集
中
し
て
い
る
。
厳
し
い
取
締
り
の
反
動
か
ら
、
江
戸
の
人
々

が
、
芥
子
雛
や
雛
道
具
を
作
り
出
し
た
こ
と
は
、
十
分
納
得
で
き
る
。



有
坂
説
の
問
題
点

だ
が
、
京
都
の
一
有
力
問
屋
の
江
戸
庖
が
、
「
雛
仲
間
」
の
一
番
組
に
加
入
し
た
こ

と
と
、
「
同
改
革
」
か
ら
一
一
一
一
年
後
に
、
「
芥
子
細
工
」
、

つ
ま
り
、
極
小
の
雛
道
具
に

対
す
る
禁
令
が
で
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
論
拠
は
弱
く
、
む
し

ろ
推
測
の
域
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

管
見
の
限
り
で
言
え
ば
、
「
寛
政
の
改
革
」
の
反
動
と
い
う
説
の
検
証
は
、
有
坂
以

外
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
有
坂
説
の
問
題
点
を
整
理
し
た
上
で
、

改
め
て
こ
の
通
説
を
検
討
し
て
み
た
い
。

三
、
先
行
研
究
の
諸
問
題
l
宝
暦
の
取
締
り
と
芥
子
雛
の
流
行
|

宝
麿
の
取
り
締
ま
り

慶
安
二
年
(
一
六
四
九
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
寛
文
八
年
(
一
六
六
八
)
、
元
禄
一

七
年
(
一
七

O
四
)
と
、
雛
道
具
に
関
す
る
禁
令
は
た
び
た
び
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

人
形
に
対
す
る
禁
令
が
で
る
の
は
、
実
は
、
享
保
六
年
(
一
七
二
一
)
が
は
じ
め
て
で

あ
っ
た
。
享
保
二

O
年
(
一
七
三
五
)
に
も
、
同
様
の
禁
令
が
だ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
五
五
年
後
に
行
わ
れ
る
「
寛
政
の
雛
市
改
め
」
(
一
七
九

O
)
は
、
享
保
の
禁
令
を

よ
り
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
聞
に
も
、
禁
令
の
雛
の
取
締
り
を
、
奉
行
所
が
強
化
し
た
こ
と
を
、

推
測
さ
せ
る
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
雛
市
改
め
」
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
三

O
年、

宝
暦
九
年
(
一
七
五
九
)

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

同
年
七
月
、
今
年
中
に
、
禁
制
の
雛
や
雛
道
具
を
売
り
払
え
と
い
う
、
お
触
れ
が
出

(
日
)

る
。
そ
こ
で
、

一
一
月
江
戸
の
「
雛
仲
間
」
は
、
次
の
よ
う
な
嘆
願
書
を
だ
し
て
い

る。

寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

何
分
不
時
売
物
に
御
康
候
得
ば
、

一
向
買
手
無
御
座
候
:
・
何
卒
右
所
持
仕
罷

在
候
し
ろ
物
、
来
年
辰
三
月
節
句
前
限
売
払
、
京
都
問
屋
並
仕
入
方
、
諸
職
人

等
の
買
懸
り
等
迄
、
相
済
せ
申
度
存
候
、
右
大
勢
の
者
共
御
救
輿
被
成
思
召
御

慈
悲
を
以
て
願
の
通
、
来
辰
の
三
月
節
句
前
迄
、
右
商
売
仕
候
様
被
為
仰
付
被

(η) 

一
同
に
奉
願
候
・
:

下
置
度
候
、

す
で
に
京
都
の
問
屋
な
ど
に
、
発
注
し
て
来
春
の
仕
入
れ
を
す
ま
せ
て
い
る
。
雛
は

際
物
(
そ
の
時
期
の
間
際
だ
け
に
売
れ
る
商
品
)
な
の
で
、
ど
う
か
、
翌
年
三
月
の
節

匂
前
ま
で
販
売
す
る
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
宴
遊
日
記
』
に
現
れ
た
芥
子
雛

し
か
も
、
極
小
の
雛
道
具
類
は
、
す
で
に
「
寛
政
の
改
革
」
以
前
に
も
、
江
戸
の
町

に
出
回
っ
て
い
た
。

や

ま

と

こ

お

り

や

ま

の

ぶ

と

き

え

一

ん

ゅ

う

大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
信
鴻
の
隠
居
後
の
日
記
で
あ
る
「
宴
遊
日
記
』

年
(
一
七
八
四
)
二
月
一
一
六
日
に
、
「
寸
許
の
雛
小
人
形
は
や
し
か
た
等
」
を
町
で
購

入
し
、
側
室
に
遣
わ
し
た
、
ま
た
、
そ
の
二
日
前
に
は
、
「
寸
許
の
雛
箱
」
を
購
入
し

(
時
)

た
、
な
ど
の
記
述
が
あ
る
。

'
』
牛
」
晶
、

l
l
 天
明
四

笹
岡
洋
一
は
、
「
こ
れ
は
局
山
人
の

『
四
方
の
あ
か
』

の
「
小
人
形
の
寸
は
箱
の
ふ

た
に
あ
ら
わ
れ
」
と
も
合
致
し
・
:
こ
の
頃
か
ら
芥
子
人
形
が
、
盛
行
す
る
の
で
あ
ろ
う

(
刊
)

」
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

再
検
討
の
必
要
性

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
寛
政
の
改
革
」
よ
り
早
い
時
期
、
す
な
わ
ち
、
享

九



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

保
・
宝
暦
の
禁
令
や
取
締
り
の
反
動
か
ら
、
極
小
の
雛
や
雛
道
具
が
流
行
し
た
、
と
い

う
推
測
も
可
能
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
寛
政
(
一
七
八
九
j

一
八
O
O
)
以
前
の
、
宝
暦
・
明
和
・

安
永
・
天
明
ご
ろ

(
一
七
五
一

j

一
七
八
八
)
に
、
江
戸
の
町
に
流
行
し
て
い
た
雛
の

様
子
を
、
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
「
寛
政
の
改
革
」

へ
の
反
動
の
様
子
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
「
同
改
革
」
の
影
響
か
ら
、
江
戸
趣
味
の
極
致
と
も
い
え
る
、
極
小
の
雛
や
雛

道
具
が
生
み
だ
さ
れ
た
、
と
い
う
議
論
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
「
寛
政
の
改
革
」
以
前
!
大
き
く
・
華
美
な
雛
の
賑
わ
い

雛
祭
の
{
昼
君
ー
l

女
子
の
誕
生
を
祝
う
行
事

雛
祭
り
は
、
上
己
の
節
句
の
被
い
に
用
い
ら
れ
た
「
形
代
」
と
、
宮
廷
の
「
ひ
い
な

遊
び
」
と
が
混
じ
り
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
入
り
、
世
の
中

が
落
ち
つ
い
て
く
る
と
、
こ
の
雛
祭
り
が
人
々
の
生
活
の
中
に
占
め
る
、
文
化
的
役
割

も
大
き
く
な
り
、
そ
れ
が
今
日
の
雛
祭
り
の
原
型
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
人
形
も
、
身
の

た
ち
び
な

穣
れ
を
械
、
っ
、
紙
の
「
形
代
」
に
似
た
素
朴
な
「
立
雛
」
に
始
ま
り
、
や
が
て
、
さ
ら

す
わ
り
び
な

に
上
等
な
つ
く
り
の
「
座
雛
」
へ
と
変
わ
る
。

現
在
の
よ
う
な
形
式
の
雛
祭
り
が
、
書
物
の
上
に
現
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
初
め

だ
が
、
民
衆
の
聞
に
も
盛
ん
に
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
中
頃
か
ら
で
あ
る
。

文
献
と
し
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
言
え
ば
、
女
子
の
誕
生
を
祝
う
行
事
と
し
て
雛
祭

ま

砕

す

の
『
絵
本
十
寸
鏡
』
あ
た
り
か

が
描
か
れ
は
じ
め
る
の
は
、
延
享
五
年
(
一
七
四
八
)

(
初
)

ら
で
あ
る
。

時
代
は
、
享
保
二

O
年
の
禁
令
か
ら
約
一
一
一
年
後
の
こ
と
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
は
、

九

そ
の
三
年
前
に
隠
居
し
て
い
る
。

「
雛
遊
び
」
か
ら
「
雛
祭
」
ヘ
|
明
和
の
賑
わ
い
!

当
時
の
俳
譜
を
分
析
し
た
有
坂
与
太
郎
に
よ
れ
ば
、
春
の
季
語
と
し
て
、
上
巳
の
節

句
と
「
雛
遊
び
」
が
結
び
つ
く
の
は
、
延
宝
(
一
六
七
三

1
一
六
八

O
)
の
頃
か
ら
、

そ
し
て
、
「
雛
遊
び
」
か
ら
「
雛
祭
」
と
い
う
語
に
変
化
し
は
じ
め
る
の
は
、
享
保
以

(
幻
)

前
、
そ
れ
が
定
着
す
る
の
は
宝
暦
・
明
和
ご
ろ
だ
と
い
う
。

ま
た
、
宝
暦
ご
ろ
ま
で
は
、
雛
人
形
の
製
作
者
も
京
都
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
を
、

『
京
羽
三
重
』
(
貞
享
二
年
〔
一
六
八
五
〕
)
、
「
増
補
江
戸
総
鹿
子
名
所
大
全
』
(
元
禄

(n) 

一
二
年
〔
一
六
九
O
〕
)
等
の
比
較
か
ら
推
測
し
て
い
る
。

江
戸
前
の
古
今
雛
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
安
永
(
一
七
七
二
1

一
七
八
一
)
あ
た
り

か
ら
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
頃
に
、
江
戸
独
自
の
雛
文
化
が
完
成
さ
れ
は
じ
め
た
、
と
考

(
お
)

え
ら
れ
る
。

だ
と
す
る
と
、
享
保
三

O
年
、
宝
暦
九
年
の
禁
令
は
、

一
部
の
富
裕
な
町
人
層
が
主

な
対
象
で
あ
り
、
ま
だ
庶
民
の
雛
は
、
質
素
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
雛
祭
が
、
江

戸
の
庶
民
間
で
、
華
美
に
な
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
田
沼
時
代
」
に
入
っ
た
明
和
(
一

七
六
回
j

一
七
七
一
一
)
あ
た
り
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

質
素
な
庶
民
の
雛
|
元
文
j
延
享
の
頃

例
え
ば
、
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)

の
『
寛
保
延
享
江
府
風
俗
志
』
を
み
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
、
宝
暦
・
明
和
以
前
、
つ
ま
り
元
文
・
寛
保
・
延
享
(
一
七
三
六

1
一
七
四
七
)

の
こ
ろ
の
回
想
で
あ
る
。

享
保
の
末
に
生
ま
れ
、
寛
政
四
年
は
六
O
歳
前
だ
っ
た
と
い
う
著
者
は
、
珍
品
高
価



な
も
の
を
好
み
、
金
銭
を
尊
ぶ
、
当
時
の
風
潮
を
嘆
く
。
そ
し
て
、
自
ら
の
子
供
時
代

の
雛
祭
を
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

三
月
雛
ま
つ
り
も
、
今
の
如
く
結
構
成
大
裏
ぴ
な
は
甚
少
き
事
な
り
、
凡
七
八

寸
の
二
郎
左
衛
門
雛
、
本
装
束
の
大
裏
は
町
に
は
甚
稀
な
り
、
多
は
・
:
蛤
貝

ひ

き

わ

ん

も

、

つ

の
膳
具
杯
に
て
、
挽
椀
持
た
る
町
人
は
、
漸
々
指
折
て
員
る
程
の
事
也
:
・
赤
毛

せ

ん

(

斜

)

艶
杯
は
、
余
程
富
貴
分
限
の
人
の
ひ
な
に
用
ひ
し
事
也

一
般
の
町
屋
に
は
、
ま
だ
、
立
派
な
雛
は
少
な
く
、
次
郎
左
衛
門
雛
や
本
装
束
の
内

ひ

き

わ

ん

ろ

く

ろ

裏
雛
な
ど
を
飾
る
家
は
、
ま
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
挽
椀
と
は
、
韓
瞳
で
挽
い
た
木
製

品
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
雛
道
具
さ
え
、
ま
だ
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

華
美
な
雛
と
守
ら
れ
な
い
禁
令

だ
が
、
こ
れ
か
ら
二

O
年
後
の
、
明
和
に
入
る
と
、
禁
令
は
無
視
さ
れ
て
、
雛
は
大

き
く
な
り
、
本
式
を
ま
ね
た
雛
道
具
が
町
に
広
ま
る
。
明
和
六
年
(
一
七
六
九
)

ざ
つ
こ
う
く
こ
う
き

「
雑
交
苦
口
記
」
は
、
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

の

近
年
人
の
奪
又
愚
昧
に
成
た
る
証
拠
を
見
よ
、
町
々
小
児
の
手
遊
び
の
人
形
屋

を
見
て
知
べ
し
、
・
:
三
月
の
雛
も
同
じ
・
:
享
保
年
中
御
法
度
仰
出
さ
る
れ
共
近

年
用
ひ
ず
、
御
禁
制
破
れ
て
、
そ
ろ
、
大
き
く
成
り
た
り
、
雛
な
ど
は
女
子
の

持
遊
び
ゆ
へ
、

い
か
に
も
、
ち
い
さ
く
(
小
さ
く
)
じ
ん
ぜ
う
(
尋
常
)
に
、

か
わ
ゆ
ら
し
く
す
べ
き
事
な
る
に
、
只
大
き
成
を
勝
に
し
て
、
其
上
雛
人
形
の

(
お
)

諸
道
具
悉
く
本
手
に
し
て
過
分
の
金
銀
出
る
事
を
い
と
わ
ず
・
:

寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

さ
ら
に
、
竹
翁
軒
は
続
け
て
一
一
言
、
っ
。

む
か
し
よ
り
雛
の
膳
は
白
木
に
丹
緑
青
を
以
絵
を
か
き
、
椀
は
蛤
貝
也
:
・
然
る

に
近
年
本
膳
二
ノ
膳
、
蝶
足
か
け
ば
ん
高
蒔
絵
の
三
方
:
・
本
子
に
捺
へ
・
:
其
外

(
お
)

詞
に
も
筆
に
も
及
ぬ
事
と
も
皆
是
脊
り
よ
り
始
ま
る
・

む
か
し
か
ら
、
雛
の
膳
は
白
木
、
椀
は
蛤
な
ど
素
朴
だ
っ
た
が
、
最
近
は
本
膳
・
二

の
膳
・
蝶
足
な
ど
本
式
を
ま
ね
た
雛
道
具
が
町
に
広
ま
っ
て
い
る
、
と
竹
翁
軒
は
嘆
く
。

も
と
も
と
、
雛
の
膳
は
「
飯
も
汁
も
い
ま
の
よ
う
に
美
麗
な
も
の
を
つ
か
わ
ず
、
蛤
の

(
幻
)

貝
に
盛
っ
た
」
も
の
ら
し
い
。
明
和
七
年
(
一
七
七

O
)
『
誹
風
柳
多
留
』
五
編
の

(
お
)

「
蛤
で
あ
げ
る
が
娘
気
に
入
ら
ず
」
と
い
う
句
は
、
こ
れ
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か

ら
、
上
製
の
雛
道
具
は
、
町
に
流
行
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
竹
翁
軒
は
、
元
禄
一
三
年
(
一
七

O
O
)
ご
ろ
の
生
ま
れ
で
、
明
和
六
年

は
古
希
(
七

O
歳
)
を
迎
え
た
老
人
。
古
老
が
世
の
中
の
費
沢
さ
を
苦
々
し
く
お
も
い

記
し
た
書
で
あ
る
。
先
の
『
寛
保
延
享
江
府
風
俗
志
」
も
、
あ
く
ま
で
、
自
分
の
幼
い

頃
の
回
想
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
少
し
割
り
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
も
し
れ
な
い
。

安
永
・
天
明
ご
ろ
の
雛
市
|
「
宴
遊
日
記
」
に
み
る
町
雛
|

そ
こ
で
、
「
寛
政
の
改
革
」
の
直
前
、

つ
ま
り
安
永
・
天
明
ご
ろ
の
町
の
様
子
を
み

て
み
よ
、
つ
。

前
出
の
『
宴
遊
日
記
』

の
著
者
柳
沢
信
鴻
は
、
有
名
な
柳
沢
吉
保
の
孫
で
あ
り
、
安

永
二
年
(
一
七
七
三
)
に
五

O
歳
で
臨
居
す
る
。
彼
は
、
芝
居
見
物
、
寺
社
詣
、
盛
り

九



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

場
見
物
な
ど
悠
々
自
適
な
老
後
を
送
り
、
そ
の
日
常
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。

三
月
の
雛
の
時
期
に
は
、
毎
年
の
よ
う
に
、
家
臣
と
も
ど
も
自
ら
雛
市
へ
で
か
け
、

町
で
新
し
い
雛
を
買
い
求
め
、
女
性
た
ち
に
与
え
て
い
る
。

そ
の
日
記
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
三
月
四
日

-
・
・
渡
辺
早
朝
古
今
雛
尺
七
寸
許
求
来
・
.. 

一天
尺明
雛 四
買年
来(
る 一

七. zg}¥ 
)四

月

七
日

穴
沢
を
舟
月
方
へ
雛
買
に
遣
ハ
す

こ
れ
を
み
る
と
、
町
に
一
尺
(
約
三

0
セ
ン
チ
)

は
お
ろ
か
、
尺
七
寸
(
約
五
一
セ

ン
チ
)
も
の
大
型
の
禁
制
の
雛
が
、
ど
う
ど
う
と
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ぎ
つ
こ
う
く
こ
う
き

『
雑
交
苦
口
記
』
の
記
述
は
、
あ
な
が
ち
大
げ
さ
と
は
い
え
な
い
。

田
沼
時
代
の
遺
物

以
上
の
こ
と
を
、
総
合
的
に
考
え
る
と
、
享
保
以
降
、
延
享
、
す
な
わ
ち
一
八
世
紀

の
中
ご
ろ
あ
た
り
か
ら
、
雛
祭
は
、
女
子
の
誕
生
を
祝
う
行
事
と
し
て
、
次
第
に
民
間

に
定
着
す
る
。
し
か
し
、
庶
民
の
雛
飾
り
は
、
ま
だ
ま
だ
質
素
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

そ
れ
が
派
手
に
な
り
は
じ
め
る
の
は
、
宝
暦
・
明
和
あ
た
り
か
ら
。
田
沼
意
次
が
幕

政
の
中
心
に
す
わ
る
宝
暦
の
終
わ
り
か
ら
、
明
和
・
安
永
・
天
明
の
頃
に
は
、
禁
制
は

無
視
さ
れ
、
八
寸
以
上
の
大
き
く
、
派
手
な
内
裏
雛
や
、
本
式
を
そ
の
ま
ま
小
さ
く
し

あ
つ
ら

て
説
え
た
よ
う
な
雛
道
具
が
、
町
に
あ
ふ
れ
る
。

華
美
な
雛
の
流
行
は
、
あ
る
意
味
で
、
大
商
人
の
力
を
利
用
し
て
、
積
極
的
な
経
済

政
策
を
進
め
た
田
沼
時
代
の
遺
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
が
て
、
田
沼
時
代
は
終
罵

九
四

[表]

享保 (1716~1736) 雛人形に対する初めての禁令(八寸以上の禁止) C享保 6年〕

雛に関する禁令(八寸以上の雛と賛沢な雛道具) C享保20年〕

元文 (1736~1741)

寛保 (1741~1744) 庶民の雛飾りは質素であった。 cr寛保延享江府風俗志」他〕

延享 (1744~1748)

寛延 (1748~1751) 女子の誕生を祝う行事として雛祭が描かれる cr絵本十寸鏡.D

宝暦 (1751~ 1764) 「雛祭Jという語が定着し始める〔有坂〕

田沼時代のはじまり(宝暦 8年ごろ)

雛に関する禁令〔宝暦9年〕

明和 (1764~1772) 禁令が無視され、雛祭が華美なる cr雑交苦口記.D

安永 (1772~1781) 田沼意次老中となる〔安永元年〕

天明 (1781~1789) 雛市で尺七寸の古今雛を購入 cr宴遊日記.D
松平定信老中となる〔天明 7年〕

寛政 (1789~1801) 雛に関する禁令〔寛政元年〕

雛市改め(多くの雛商が摘発される) C寛政 2年〕

松平定信老中を免職〔寛政 5年〕

芥子雛の有力庖「橘屋JI雛仲間」一番組に加入〔寛政 7年〕

享和 (1801~1804) 芥子細工に関する禁令〔享和 3年〕

文化 (1804~1818) 芥子細工、町に流行 cr飛鳥川』文化 7年〕

文政 (1818~1830) 



し
、
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
に
、
松
平
定
信
が
老
中
に
つ
く
。
そ
の
三
年
後
に
、

「
寛
政
の
改
革
」
の
一
環
と
し
て
「
雛
市
改
め
」
が
、
断
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
「
寛
政
の
雛
市
改
め
」

松
平
定
信
と
「
寛
政
の
改
革
」

定
信
は
、
ま
ず
田
沼
政
治
の
一
掃
に
と
り
か
か
り
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
を
断
ち
切
る

こ
と
に
つ
と
め
た
。
そ
し
て
、
無
宿
人
な
ど
を
収
容
し
て
職
業
訓
練
を
お
こ
な
う

に

ん

そ

く

よ

せ

ば

し

ち

ぷ

つ

み

き

ん

人
足
寄
場
を
設
け
、
災
害
時
の
救
助
に
あ
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
七
分
積
金
な
ど
、

社
会
政
策
を
押
し
す
す
め
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
言
論
や
風
俗
を
厳
し
く
統
制
し
、
武
士
や
町
人
の
生
活
を

ひ
き
し
め
る
た
め
に
、
倹
約
令
を
だ
し
て
、
質
素
な
生
活
を
命
じ
た
。

当
時
、
次
の
よ
う
な
落
咽
が
あ
っ
た
。

江
戸
が
と
ん
だ
厳
し
い
か
ら
、
火
事
の
居
所
が
な
く
大
に
こ
ま
り
、
是
で
ハ
口

過
ぎ
が
な
ら
ぬ
か
ら
、
上
方
へ
で
も
行
て
見
よ
ふ
と
、
箱
根
の
峠
へ
上
り
後
を

見
れ
パ
、
江
戸
の
方
が
と
ん
だ
明
る
い
か
ら
、

ハ
テ
ナ
お
い
ら
が
来
た
跡
じ
ゃ

ア
江
戸
に
火
事
ハ
な
い
は
づ
じ
ゃ
が
、
ど
ふ
し
た
も
ん
だ
と
い
へ
パ
、
ひ
と
り

ア
リ
ヤ
ア
火
事
じ
ゃ
ア
ね
へ
、
越
中
様
(
定
信
)
が
爪
へ
火
を
と

(
初
)

ぼ
し
た
の
だ
。

の
火
事
が
、

そ
し
て
、
寛
政
二
年
風
俗
の
取
締
り
の
一
環
と
し
て
、
遊
里
の
遊
び
と
滑
稽
さ
を
え

し

ゃ

れ

が
い
た
酒
落
本
の
出
版
が
禁
止
さ
れ
、
「
雛
市
改
め
」
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

翌
年
に
、
す
ぐ
れ
た
酒
落
本
作
者
で
あ
っ
た
山
東
京
伝
が
、
版
元
と
と
も
に
処
罰
さ
れ

寛
政
の
改
革
と
仲
介
子
雛
・
雛
道
具

た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

「
白
河
の
清
き
に
魚
の
す
み
か
ね
て

も
と
の
濁
り
の
田
沼
こ
ひ
し
き
」
。
白
河
は

白
河
藩
主
で
あ
る
定
信
の
こ
と
。
こ
の
狂
歌
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
の
人
々
は
、

「
寛
政
の
改
革
」
に
息
苦
し
き
と
と
も
に
、
不
平
を
感
じ
て
い
た
ら
し
い
。

寛
政
元
年
の
禁
令
と
『
よ
し
の
冊
子
』

「
よ
し
の
冊
子
』
は
、
松
平
定
信
の
側
近
の
水
野
為
長
が
、
幕
政
や
世
情
の
う
わ
さ

な
ど
を
見
聞
し
た
こ
と
を
書
き
と
め
、
そ
れ
を
定
信
に
提
出
し
た
文
書
で
あ
る
。
う
そ

か
本
当
か
わ
か
ら
な
い
世
間
の
噂
の
よ
せ
集
め
だ
が
、
こ
れ
を
「
雛
市
改
め
」
の
取
締

り
の
様
子
を
詳
細
に
記
録
し
た
、
『
雛
仲
間
公
用
帳
』
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
意
外
な

事
実
が
見
え
て
く
る
。

寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
に
だ
さ
れ
た
、
禁
令
の
内
容
は
、

く
し
こ
う
が
い
か
ん
ざ
し
き
せ
る

は
な
く
、
櫛
・
奔
・
替
・
煙
管
な
ど
、

雛
や
雛
道
具
ば
か
り
で

や
発
注
を
済
ま
せ
た
品
を
処
分
す
る
た
め
の
、

年
間
の
猶
予
が
付
て

たれ
o は

在
庫

多
岐
に
渡
っ
て
い
た
。
だ
が
、

そ
の
理
由
は
、
か
つ
て
商
人
が
在
庫
を
処
分
す
る
暇
を
も
与
え
ず
、
厳
し
く
禁
止
し

た
た
め
に
、
か
え
っ
て
禁
令
破
り
が
横
行
し
、
徹
底
し
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
か
ら
き

た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
一
見
、
「
ゆ
る
や
か
な
よ
う
」
で
、
今
後
、
絶
対
禁
制
の
雛
は
認
め
な
い
と

(
認
)

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

雛
商
の
思
惑
l
来
年
か
ら
は
古
道
具
l

来
年
か
ら
、
八
す
以
上
の
大
き
な
雛
や
豪
華
な
雛
道
具
な
ど
の
取
締
り
が
厳
し
く
な

る
、
と
知
っ
た
町
の
人
々
は
、
今
年
は
高
級
な
雛
の
大
安
売
り
だ
と
思
い
込
み
、
雛
市

九
五



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

に
殺
到
し
た
。
し
か
し
、
「
却
っ
て
例
年
よ
り
ハ
高
直
」
な
の
で
、
当
て
が
外
れ
た
と

(
お
)

ぃ、っ。雛
は
際
物
商
売
な
の
で
、
来
年
残
し
て
も
仕
方
が
な
い
。
時
期
を
逃
せ
ば
処
分
も
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
商
人
に
は
商
人
な
り
の
思
惑
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
来
年
か
ら
禁
制
と
な
る
雛
を
安
値
で
た
た
き
う
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
強
気

で
、
高
値
を
維
持
し
、
希
少
価
値
を
つ
け
る
方
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

で
は
、
売
れ
残
っ
た
雛
は
、
ど
う
す
る
の
か
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
「
雛
仲
間
」
に

加
入
し
て
い
る
一
番
組
、
二
番
組
、
三
番
組
で
は
扱
え
な
い
。
そ
こ
で
、
露
庖
を
出
し

(
社
)

て
古
雛
な
ど
を
扱
う
「
前
届
出
小
屋
」
組
に
買
い
取
ら
せ
、
中
古
品
と
し
て
売
さ
ば
く
、

と
い
う
抜
け
道
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

古
道
具
に
し
て
し
ま
え
ば
、
取
締
り
の
緩
や
か
な
時
代
に
流
通
し
て
い
た
も
の
と
、

区
別
が
つ
か
な
い
の
で
、
摘
発
も
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
踏
ん
だ
ら
し
い
。
水
野
為
永
は
、

半
ば
あ
き
れ
気
味
に
、
ま
っ
た
く
商
人
と
い
う
も
の
は
油
断
の
な
ら
な
い
奴
ら

(
お
)

だ
、
と
記
し
て
い
る
。

幕
府
側
の
摘
発
徹
底
し
た
取
り
締
ま
り

し
た
が
っ
て
、
こ
の
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
察
知
し
て
い
た
、
幕
府
側
の
対
応
は
、
徹

底
し
て
い
た
。

翌
年
の
「
雛
市
改
め
」
で
は
、
雛
市
で
賑
わ
う
十
軒
庖
の
本
石
町
を
は
じ
め
、
尾
張

町
な
ど
か
ら
、
み
せ
し
め
の
よ
う
に
一
番
組
、
二
番
組
、
三
番
組
の
庖
が
、
そ
れ
ぞ
れ

四
軒
が
摘
発
さ
れ
、
続
い
て
職
人
か
ら
は
二
代
原
舟
月
、
そ
し
て
、
「
前
庖
出
小
屋
組
」

の
和
泉
屋
庄
五
郎
も
、
尺
五
寸
の
人
形
を
販
売
し
た
な
ど
の
答
で
摘
発
さ
れ
る
。

九
六

先
の
情
報
は
、
奉
行
に
も
届
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
露
天
商
の
庄
五
郎
は
、
他
の

「
雛
仲
間
」
の
前
で
、
小
商
い
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
執
効
に
、
前
庖
出
小
屋
組
が
「
雛
仲
間
」
に
加
入
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
各
め
ら

(
お
)

れ
て
い
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
雛
仲
間
」
に
た
い
す
る
、
け
ん
制
の
意
味
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。摘

発
の
様
子
①
l
尾
張
町
の
段

し
か
も
、
摘
発
の
様
子
は
、
手
を
変
え
、
品
を
変
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
寛
政
二
年
二
月
一
一
七
日
の
昼
時
、
尾
張
町
に
同
心
の
原
・
田
中
と
=
一
縄
の

二
人
が
、
あ
ら
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、

一
通
り
み
ま
わ
り
、
帰
っ
た
と
見
せ
か
け
て
、
ま

た
戻
っ
て
く
る
。

こ
れ
に
す
っ
か
り
だ
ま
さ
れ
た
三
番
組
の
東
屋
平
八
は
、
別
の
場
所
に
隠
し
て
い
た

禁
制
の
雛
を
、
屈
に
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
を
、
捕
ま
え
ら
れ
る
。
後
に
、
東
屋
は
、
商

品
没
収
の
う
え
、

お
お
だ
な

ま
た
、
大
庖
の
平
松
屋
藤
兵
衛
の
と
こ
ろ
で
は
、
三
階
の
取
調
べ
中
に
、
三
縄
が
、

一
O
両
二
分
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
。

物
干
し
か
ら
屋
根
越
し
に
鍵
の
か
か
っ
て
い
る
物
置
を
発
見
す
る
。
彼
ら
は
、
即
座
に

踏
み
込
み
、
平
松
屋
の
禁
制
の
品
は
封
印
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
同
日
、
三
回
目
の
見
回
り
を
す
る
。
風
呂
敷
に
隠
し
て
い
た
雛
を
摘
発
さ

れ
た
の
は
二
番
組
の
能
登
屋
庄
八
、
平
松
屋
の
出
庖
・
藤
三
郎
方
で
は
、
物
置
は
危
な

い
と
お
も
っ
た
の
だ
ろ
う
、
大
胆
に
も
、
土
蔵
の
前
に
そ
れ
と
な
く
板
を
か
ぶ
せ
、
隠

(
幻
)

し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
も
つ
い
に
、
こ
こ
で
御
用
と
な
る
。



摘
発
の
様
子
②
!
お
と
り
捜
査
の
段

ま
た
、
雛
屋
で
は
な
い
が
、
丸
角
屋
と
い
う
袋
物
屋
で
は
、
こ
の
よ
う
な
お
と
り
捜

査
が
な
さ
れ
て
い
る
。

与
力
が
一
般
客
を
装
い
、
庖
を
訪
ね
る
。
鼻
紙
袋
を
あ
つ
ら
え
て
欲
し
い
な
ど
と
持

ち
か
け
、
次
第
に
高
級
な
も
の
を
所
望
す
る
。
庖
の
も
の
が
、
奥
か
ら
禁
制
の
品
を
出

ち
ゆ
う
げ
ん

し
て
く
る
と
、
供
の
中
聞
に
目
で
合
図
を
す
る
。

申
し
合
わ
せ
の
と
お
り
、
中
間
は
底
を
出
て
、
待
機
し
て
い
た
役
人
に
連
絡
す
る
。

一
O
人
ほ
ど
の
同
心
を
引
き
連
れ
て
、
庖
に
踏
み
込
み
、
そ
の
場
で
、
禁
制
の

(
お
)

道
具
を
残
ら
ず
、
没
収
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。

早
速
、お

白
州
の
攻
防
言
い
訳
の
段
l

取
り
締
ま
る
役
人
、
隠
す
商
人
の
イ
タ
チ
ゴ
ッ
コ
ば
か
り
か
、
お
白
洲
(
法
廷
)

も
、
そ
の
攻
防
は
続
く
。

例
え
ば
、
雛
市
改
め
で
は
、
雛
の
寸
法
を
測
る
た
め
に
、

一
尺
の
竹
を
持
ち
出
し
、

役
人
が
い
ち
い
ち
高
さ
を
改
め
た
と
い
う
。

八
寸
以
上
の
雛
を
扱
っ
た
と
い
う
各
で
摘
発
さ
れ
た
大
槌
屋
は
、
通
常
、
雛
は
「
頭
」

と
「
胴
体
」
の
部
分
を
別
々
に
仕
入
れ
て
、
そ
れ
を
問
屋
が
ま
と
め
る
の
だ
か
ら
、
わ

れ
わ
れ
は
胴
体
か
ら
測
っ
て
、
人
寸
以
下
だ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
、
と
奇
妙
な
言
い

(
ぬ
)

逃
れ
を
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
奉
行
所
の
お
白
洲
で
、
そ
の
よ
う
な
論
理
が
通
用
す
る
は
ず
も
な
く
、

大
槌
屋
は
罰
金
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
。

寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

当
世
風
の
流
行
l

「
派
手
な
も
の
」
か
ら
「
地
味
で
渋
い
も
の
」
へ

i

そ
こ
で
、
商
人
側
は
、
も
う
一
ひ
ね
り
、
知
恵
を
絞
る
。

派
手
な
も
の
が
だ
め
な
ら
、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
、
じ
っ
く
り
と
手
を
か
け
、
渋
く
、

地
味
な
高
級
品
を
つ
く
り
だ
そ
う
。
そ
し
て
、
高
値
で
売
り
さ
ば
こ
う
と
す
る
の
で
あ

る

:
・
来
年
よ
り
ハ
金
入
ハ
不
用
ニ
候
へ
共
、
其
代
り
ニ
ぴ
ろ
う
ど
、
ど
ん
す
、
こ

は
く
、
さ
や
ち
り
め
ん
ニ
て
い
か
程
も
当
世
風
ニ
こ
っ
く
り
と
じ
ミ
ニ
衣
装
を
仕

立
候
よ
し
、
雛
の
直
段
来
春
よ
り
ハ
め
っ
き
り
と
格
別
高
直
ニ
可
二
相
成
一
と
の

事
の
よ
し
。
当
世
風
ハ
あ
ま
り
け
や
け
き
よ
り
ハ
じ
ミ
に
こ
っ
く
り
と
落
ち
つ

い
て
金
の
入
候
や
う
に
見
せ
る
が
当
世
風
の
よ
し
、
雛
も
金
入
り
を
用
る
ハ
却

(ω) 

て
昔
風
ニ
て
こ
っ
く
り
仕
立
が
当
世
風
じ
ゃ
と
さ
た
の
よ
し
。

で

「
こ
っ
く
り
仕
立
」
と
は
、
着
物
の
色
や
柄
に
落
ち
着
き
が
あ
り
、
品
の
よ
い
仕
立

(
H
H
)
 

て
の
こ
と
。
「
ど
う
だ
こ
れ
な
ら
文
句
は
な
い
だ
ろ
う
」
、
今
に
も
商
人
の
声
が
聞
こ
え

て
き
そ
う
で
あ
る
。

極
小
美
の
誕
生

そ
し
て
、
ま
だ
ま
だ
、
役
人
と
商
人
の
知
恵
比
べ
は
続
く
。
次
は
大
き
な
も
の
が
だ

ぜ
い
た
く

め
な
ら
、
小
さ
な
も
の
に
手
を
か
け
、
費
沢
品
を
作
り
上
げ
て
し
ま
う
。

寛
政
一
一
年
に
は
、
八
寸
以
上
の
雛
が
取
締
り
を
受
け
る
一
方
で
、
町
に
は
小
さ
く
、

精
巧
な
芥
子
雛
や
雛
道
具
が
流
行
し
は
じ
め
る
。

九
七



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

-
:
呉
服
物
杯
高
金
の
品
も
う
れ
不
レ
申
候
へ
共
、
又
々
目
立
候
ハ
ぬ
様
ニ
い
た

し
、
価
ハ
高
直
成
も
の
も
可
レ
有
レ
之
由
。
雛
も
大
キ
ナ
ル
ハ
無
レ
之
候
へ
共
、

至
て
小
サ
く
い
た
し
手
を
細
か
に
入
、
人
形
等
多
く
出
来
候
よ
し
。
ど
う
も
町

(
必
)

人
と
い
ふ
も
の
ハ
な
ら
ぬ
や
つ
だ
。
と
さ
た
仕
候
よ
し
。

男
は
大
体
地
味
に
な
っ
た
が
、
女
性
は
以
前
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
武
家
・
町
人

の
区
別
な
く
女
性
は
、
着
物
な
ど
目
立
た
ぬ
よ
う
に
手
を
か
け
、
金
を
か
け
て
い
る
。

雛
も
大
き
な
も
の
こ
そ
な
く
な
っ
た
が
、
小
さ
く
、
細
工
に
手
を
か
け
た
も
の
が
売
ら

れ
て
い
る
。

ま
さ
に
、
江
戸
の
町
に
は
、
芥
子
雛
や
極
小
の
雛
道
具
が
流
行
す
る
地
盤
が
、
寛
政

の
「
雛
市
改
め
」
を
き
っ
か
け
に
、
固
ま
り
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
寛
政
の
改
革
」

の
反
動
か
ら
、
こ
れ
ら
の
雛
や
雛
道
具
は
、

合
法
的
な
賛
沢
品
と
し
て
、
江
戸
の
町
民
や
雛
商
た
ち
に
注
目
さ
れ
る
。

暇
の
あ
る
旗
本
・
金
の
あ
る
商
人
、
ま
た
彼
ら
を
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
多
く
の
文
人
・

好
事
家
が
輩
出
し
た
、
宝
暦
l
天
明
期
は
、
江
戸
時
代
で
も
、
も
っ
と
も
幅
の
広
い
豊

(
必
)

か
な
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
雛
の
世
界
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
和
ご
ろ
か
ら
、
雛
祭
は
、
江
戸
の
庶
民
の
間
で
も
、
華
や
か
に
な
る
。

そ
し
て
、
「
寛
政
の
改
革
」

の
直
前
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
京
風
を
脱
し
た
江
戸
前
の

(
必
)

ほ
ほ
完
成
さ
れ
て
い
た
。

「
古
今
雛
」
が
あ
ら
わ
れ
、
江
戸
の
雛
製
作
の
技
術
は
、

こ
の
よ
う
な
技
術
の
集
積
と
「
江
戸
つ
子
」

の
噌
好
が
重
な
り
合
い
、
「
寛
政
の
改

草
」
の
幕
府
の
厳
し
い
統
制
を
逃
れ
る
た
め
に
う
み
だ
さ
れ
た
、
意
外
な
産
物
が
芥
子

九
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雛
や
極
小
の
雛
道
具
で
あ
っ
た
。

芥
子
雛
や
極
小
の
雛
道
具
が
、
江
戸
の
町
に
あ
ら
わ
れ
た
理
由
は
、
物
差
し
を
も
っ

て
一
々
雛
の
寸
法
を
改
め
た
の
で
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
た
江
戸
つ
子
の
心
意
気
で
あ

り
、
ま
た
そ
こ
に
は
賛
を
つ
く
し
て
も
小
さ
い
も
の
な
ら
目
立
た
な
い
、
と
い
う
売
る

側
の
知
恵
も
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
八
寸
以
上
の
高
さ
の
人
形
を
、
厳
し

く
制
限
さ
れ
た
江
戸
の
人
々
の
遊
び
心
と
、
小
さ
く
精
巧
な
も
の
に
対
す
る
日
本
人
の

志
向
が
融
合
し
、
小
さ
く
華
麗
な
世
界
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
や
が
て
化
政
文
化
の
寵
児
と
な
り
、
方
寸
(
三
セ
ン
チ
四
方
)

の
な
か
に
、

賛
沢
限
り
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
こ
ら
し
た
雛
道
具
が
、
続
々
と
生
み
出
さ
れ
、

幕
末
の
江
戸
文
化
を
い
ろ
ど
る
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
李
御
寧
『
「
縮
み
」
志
向
の
日
本
人
」
(
学
生
社
、
昭
和
五
七
年
)
六
0
1
六
一
頁
。

(2)
例
え
ば
、
平
成
元
年
か
ら
、
明
治
神
宮
で
は
、
毎
年
十
月
の
第
二
日
曜
日
に
、
「
人
形

感
謝
祭
」
(
い
わ
ゆ
る
「
人
形
供
養
」
)
が
、
行
わ
れ
て
い
る
。
実
行
委
員
会
に
よ
る
、
平

成
九
年
度
の
集
計
で
は
、
受
付
時
間
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
の
約
六
時
間
の
聞

に
、
参
加
は
約
五
千
人
、
人
形
の
総
数
は
三
万
体
で
あ
っ
た
。
「
感
謝
祭
」
が
周
知
さ
れ

る
に
し
た
が
い
、
こ
の
数
値
は
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。
納
め
料
三
千
円
が
必
要
だ
が
、

参
加
者
は
、
東
京
二
一
二
区
内
を
中
心
に
神
奈
川
、
千
葉
、
埼
玉
と
ほ
ぼ
首
都
圏
全
域
に
渡
っ

て
い
る
。
(
人
形
に
感
謝
す
る
会
編
「
明
治
神
宮
人
形
感
謝
祭
十
年
の
歩
み
』
)

筆
者
は
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る
人
形
を
保
存
す
る
た
め
の
選
別
委
員
と
し
て
、
毎
年
参

加
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
諸
外
国
(
主
と
し
て
欧
米
)
の
人
々
に
質
問
さ
れ
る
の
が
、

こ
の
行
事
そ
の
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
人
形
の
魂
を
抜
き
供
養
す
る
と
い
う
行
為
そ
の
も

の
が
、
理
解
で
き
な
い
ら
し
い
。
一
方
、
納
め
る
側
は
、
「
動
物
に
墓
が
あ
る
の
に
、
人

形
に
な
い
の
は
か
わ
い
そ
う
」
等
の
意
見
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
日
改
め

て
論
じ
た
い
。
な
お
、
日
本
の
人
形
文
化
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
稿

「
近
代
人
形
史
考
『
節
句
人
形
』
か
ら
『
芸
術
人
形
』
へ
」
(
『
五
月
人
形
展
』
図
録
、



龍
野
市
立
歴
史
文
化
資
料
館
、
平
成
六
年
)
、
「
近
代
日
本
の
人
形
観
・
玩
具
観
l
ヒ
ト
ガ

タ
・
玩
具
・
芸
術
の
は
、
ざ
ま
で
|
」
(
『
論
文
集
日
本
の
人
形
・
玩
具
』
日
本
人
形
玩
具
学

会
、
平
成
八
年
)
を
参
照
に
さ
れ
た
い
。

(
3
)
前
掲
『
「
縮
み
」
志
向
の
日
本
人
」
六
二
頁
。

(
4
)
現
時
点
で
も
、
雛
に
関
す
る
研
究
は
、
有
坂
与
太
郎
『
雛
祭
新
考
』
(
建
設
社
、
昭
和

一
八
年
)
を
凌
駕
す
る
も
の
は
現
れ
て
い
な
い
。

(
5
)
「
長
持
箪
笥
妻
子
類
一
寸
扉
風
一
尺
楼
看
来
児
女
皆
歓
レ
日
恰
似
ご
小
人
島
裡
遊
一
」

(
『
江
戸
名
物
狂
詩
選
』
天
保
七
年
〔
吉
徳
資
料
室
所
蔵
〕
)

0

(
6
)
「
ム
:
・
て
ふ
あ
し
の
ぜ
ん
の
上
へ
け
し
物
細
工
の
雛
を
か
ざ
り
お
く

O
ヲ
ヤ
〉
か
わ
い

ら
し
い
の
う
。
目
の
中
へ
這
入
り
さ
う
だ

0

・
:
」
(
式
亭
三
馬
『
四
十
八
癖
』
初
編
「
人

の
非
を
か
ぞ
う
る
人
の
癖
」
、
文
化
八
年
(
『
浮
世
床
・
四
十
八
癖
』
新
潮
社
、
昭
和
五
七

年
、
二
二
三
頁
)
。

(
7
)

『
飛
鳥
川
』
文
化
七
年
(
「
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
巻
五
、
悶
二
一
一

l
四
二
一
二
頁
)

(
8
)
四
壁
庵
茂
鳶
『
わ
す
れ
の
こ
り
』
下
、
安
政
元
年
(
「
(
続
)
燕
石
十
種
』
第
二
巻
、
中

央
公
論
社
、
昭
和
五
五
年
、
二
二
九
頁
)

0

(
9
)
「
ム
・
:
お
い
ら
ア
の
、
も
っ
と
り
っ
ぱ
な
に
ね
だ
り
て
へ
け
れ
ど
の
、
女
の
子
は
な
し

か
、
:
・

O
さ
う
さ
¥
そ
し
て
外
に
も
道
具
が
ほ
し
い
は
な
。
舟
月
の
五
人
ば
や
し
と
道

具
が
そ
ろ
は
う
物
な
ら
、
な
ん
に
も
ね
が
い
ひ
は
ね
へ
」
(
前
掲
『
浮
世
床
・
四
十
八
癖
』

一
一
二
三
j
二
二
四
頁
)

0

ま
た
、
七
沢
屋
は
、
「
つ
ね
に
十
数
人
の
庖
員
を
諸
侯
に
出
入
り
さ
せ
、
ま
ず
人
形
を

預
け
、
数
日
後
、
別
の
人
形
を
持
参
し
て
、
次
々
と
納
入
し
て
い
く
方
法
を
と
っ
た
ら
し

く
、
さ
な
が
ら
各
大
名
家
の
御
用
達
の
観
が
あ
り
、
価
格
も
高
価
な
の
で
」
一
般
の
人
に

は
、
七
沢
屋
以
外
の
、
比
較
的
安
い
品
が
喜
ば
れ
た
と
い
う
。
(
有
坂
与
太
郎
『
日
本
雛

祭
考
』
、
建
設
社
、
昭
和
六
年
、
四
八
頁
o
)

(
刊
)
「
薬
州
府
志
』
(
貞
享
元
年
)
(
喜
多
村
信
節
「
嬉
遊
笑
覧
』
文
政
二
二
年
〔
名
著
刊
行

会
、
昭
和
四
九
年
、
二
三
七

1
一
三
八
頁
〕
)
。

(
日
)
近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
八
巻
(
塙
書
一
房
、
平
成
九
年
)
三
九
O
頁。

(
臼
)
「
雛
仲
間
公
用
帳
』
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
。
な
お
、
前
掲
『
日
本
雛
祭
考
』
に

全
文
が
、
活
字
化
さ
れ
、
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
底
本
が
写
本
だ
っ
た
た
め
か
、
問
題
が

多
い
。
詳
し
く
は
、
笹
岡
洋
一
「
『
雛
仲
間
公
用
帳
』
の
問
題
」
(
「
日
本
人
形
玩
具
学
会

誌
』
第
二
一
号
)
を
参
照
の
こ
と
。

寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

(
日
)
前
掲
、
『
雛
祭
新
考
」
、
一
七
四

1
一
七
五
頁
。

(
H
H
)

『
雛
仲
間
公
用
帳
』
(
『
日
本
雛
祭
考
』
一
五
七
頁
)
。

本
稿
は
、
原
本
を
確
認
し
た
が
、
参
考
ま
で
に
「
日
本
雛
祭
考
』
の
採
録
部
分
に
、
該

当
す
る
頁
数
を
あ
げ
て
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
の
細
部
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

(
日
)
「
:
・
近
比
芥
子
細
工
と
唱
、
子
供
も
て
遊
ひ
之
品
ニ
金
も
の
蒔
絵
等
手
を
込
候
細
工
も

の
等
を
仕
込
、
直
段
高
直
ニ
売
買
い
た
し
候
趣
相
聞
候
問
、
取
上
相
札
候
処
、
前
々
之
申

渡
を
不
相
用
、
無
益
之
手
遊
ひ
之
口
問
々
格
別
手
を
込
結
構
ニ
仕
立
候
類
有
之
、
右
体
之
口
問

仕
入
置
商
売
致
候
段
不
届
ニ
付
夫
々
答
申
付
、
右
品
々
ハ
焼
捨
申
付
候
・
:
度
々
町
触
も
有

之
義
ニ
候
問
、
心
得
違
無
之
様
:
・
」
(
前
掲
、
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
一
一
巻
、
九
六
頁
)
。

(
同
)
前
掲
、
「
江
戸
町
触
集
成
』
。

(
げ
)
「
雛
仲
間
公
用
帳
』
(
前
掲
書
、
八
九

1
九
O
頁
)

0

(
時
)
柳
沢
信
鴻
『
宴
遊
日
記
』
{
女
、
水
二
年
1
天
明
五
年
(
柳
沢
丈
庫
所
蔵
)
o

な
お
、
安
、
水
二

年
1
天
明
四
年
は
、
芸
能
史
研
究
会
編
『
日
本
庶
民
文
化
資
料
集
成
』
第
一
三
巻
(
二
二

書
一
房
)
に
、
活
字
化
さ
れ
、
採
録
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
笹
岡
洋
一
「
安
永
・
天
明
の
雛
」
(
『
日
本
人
形
玩
具
学
会
誌
』
第
五
、
六
号
、
五
頁
)
。

(
却
)
山
田
徳
兵
衛
『
新
編
日
本
人
形
史
」
(
講
談
社
、
昭
和
五
九
年
、
二
一
一
一
j
一
二
三
頁
)
。

(
幻
)
前
掲
『
雛
祭
新
考
』
、
八
九
、
一

O
三
頁
。

(
詑
)
同
右
、
九
六
百
円
。

(
お
)
拙
稿
「
江
戸
雛
成
立
過
程
の
研
究
古
今
雛
・
原
舟
月
に
関
す
る
通
説
の
再
検
討
|
」

「
日
本
人
形
玩
具
学
会
誌
』
第
一
一
号
。

(
出
)
「
寛
保
延
享
江
府
風
俗
志
』
寛
政
四
年
(
『
近
世
風
俗
見
聞
集
」
第
三
一
巻
、
由
主
日
刊
行
会
、

大
正
二
年
、
六
頁
)

0

(
部
)
中
国
主
悦
竹
翁
軒
『
雑
交
昔
日
記
』
巻
之
二
(
五
)
、
明
和
六
年
(
『
未
完
随
筆
百
稜
』

第
一
六
、
米
山
堂
、
昭
和
一
一
一
年
、
三

O
五
1
三
O
六
頁
)

0

(
加
)
同
右
、
三

O
六
頁
。

(
幻
)
前
掲
、
「
嬉
遊
笑
覧
』
、
一
一
一
一
一
頁
。

(
部
)
『
誹
風
柳
多
羽
田
』
五
編
(
「
誹
風
柳
多
留
」
〔
一
〕
岩
波
書
底
、
平
成
七
年
、
二

O
六
真
)

0

(
却
)
『
宴
遊
日
記
』

0

(
却
)
「
よ
し
の
冊
子
』
八
、
寛
政
二
年
二
月
二
一
日
よ
り
〔
「
随
筆
百
花
苑
』
第
八
巻
、
中
央

公
論
社
、
昭
和
五
五
年
、
三
一
九
頁
〕

0

(
幻
)
「
・
:
右
之
条
々
急
度
可
相
守
候
、
尤
只
今
迄
仕
入
候
分
は
当
年
限
り
売
買
致
、

来
戊
年

九
九



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

。。

よ
り
は
書
面
之
通
売
買
可
為
停
止
候
・
:
」
(
前
掲
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
八
巻
、
三
九

O

頁
)

0

(
沼
)
(
却
)
に
同
じ
。

(
お
)
『
よ
し
の
冊
子
』
八
、
寛
政
二
年
三
月
三
日
よ
り
(
前
掲
書
、
コ
一
三
四
頁
)

0

(
担
)
「
前
々
よ
り
出
小
屋
組
と
申
四
十
一
軒
組
合
相
定
候
趣
申
候
問
、
古
雛
、
新
し
き
雛
、

並
雛
道
具
類
売
買
致
候
:
・
」
(
『
雛
仲
間
公
用
帳
』
、
前
掲
書
、
二
一
八
頁
)

0

(
お
)
(
お
)
に
同
じ
。

(
お
)
『
雛
仲
間
公
用
帳
』
(
前
掲
書
、
一
一
六

1
一二

O
頁
)

0

(
幻
)
同
右
。

(
お
)
『
よ
し
の
冊
子
』
十
四
、
寛
政
二
年
八
月
二
八
日
よ
り
〔
『
随
筆
百
花
苑
』
第
九
巻
、
中

央
公
論
社
、
昭
和
五
六
年
、
一
九
八
頁
〕
o

な
お
、
『
江
戸
貨
物
独
案
内
』
(
文
政
七
年
)

に
は
、
「
本
町
二
丁
目
丸
角
屋
次
郎
兵
衛
」
が
、
「
小
間
物
諸
色
問
屋
(
卸
)
」
と
「
袋
物

(
鼻
紙
入
・
煙
草
入
等
)
問
屋
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
『
雛
仲
間
公
用
帳
』
(
前
掲
書
、
一
一
一
一
一
頁
)

(
刊
)
(
お
)
に
同
じ
。

(
社
)
【
こ
っ
く
り
仕
立
て
}
着
物
の
色
や
柄
に
落
ち
着
き
が
あ
り
口
聞
の
よ
い
仕
立
て
(
『
江
戸

語
辞
典
』
)

0

(
必
)
『
よ
し
の
冊
子
』
十
二
、
寛
政
二
年
二
月
二
八
日
よ
り
(
前
掲
書
、
第
九
巻
、

頁
)

0

(
時
)
大
石
慎
三
郎
「
田
沼
意
次
の
時
代
』
(
岩
波
書
応
、
平
成
十
一
二
年
)

(
叫
)
前
掲
「
江
戸
雛
成
立
過
程
の
研
究
」

0

0 
四

一
九
一

jill-
四
頁
。

〔
引
用
文
は
一
部
旧
漢
字
を
新
字
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
加
え
、
カ
ツ
コ
等
で
補
っ
た
o
〕

*
「
よ
し
の
冊
子
』
『
宴
遊
日
記
』
等
の
資
料
の
教
示
、
及
び
『
雛
仲
間
公
用
帳
』
輪
読
会
の

指
導
な
ど
、
雛
人
形
研
究
家
笹
岡
洋
一
氏
に
、
改
め
て
感
謝
し
ま
す
。
な
お
、
写
真
を
提

供
し
て
い
た
だ
い
た
、
高
見
俊
樹
(
諏
訪
市
博
物
館
)
に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛

雛
道

具 ①明治神宮人形感謝祭(平成13年)

-受付の風景

... 
①同上
・歴史的に価値のある人形は保存される。

。

①向上
・約 5千人、 3万体の人形が集まる。

①「思い出人形炭」
・保存された人形を中心に、毎年開催される。



寛
政
の
改
草
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

①極小の雛道具

・漆塗りで仕上げられ、蒔絵が施されている。ち展蕃

は、象牙など豪華な素材が使われている。

⑤極小の雛道具

・膳は黒塗りに金蒔絵・大の字形の牡丹唐草の模様。
徳川家斉の娘遺愛品との伝承がある。

⑦『江戸名所図会jC吉徳資料室所蔵〕天保3年
.右下に前庖出小屋組がならぶ。

③『江戸名物狂詩選jC吉徳資料室所蔵〕天保 7年
.七i畢屋手遊の紹介

。⑬西j宰笛畝『雛百種j(芸山111堂、大正四年)より
.芥子雛七津屋製

①『江戸買物独案内jC吉徳資料室
所蔵〕文政 7年

・七津屋の広告



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

。七沢屋の芥子雛
・別名、「お部屋雛」ともいわれた。大名諸侯の奥向き、御殿女中等が、

この雛を求め、部屋に飾ったことに由来する。

⑫七沢屋の商標
・同宿の商標が残っているのは珍しい。明治維新で得意先を失い、七沢屋

も閉広したと伝えられる。

。



寛
政
の
改
革
と
芥
子
雛
・
雛
道
具

⑬七沢屋の雛と尺 7寸(約51cm)の古今雛(諏訪市博物館所蔵)
・松平定信の娘烈姫の輿入れ道具。囲内最高級の古今雛である。

0 
四⑬男雛(約51cm) と芥子雛(約 3cm) 

-烈姫が嫁入りした文化12年、極小の雛は全盛を迎えていた。定信の娘が
尺7寸の古今雛をあつらえたのは歴史の皮肉だろうか。


